
平
成
二
十
年
二
月
六
日
提
出

質

問

第

五

五

号

国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上
輸
送
に
お
け
る
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

前

原

誠

司

55



国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上
輸
送
に
お
け
る
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上
輸
送
に
お
け
る
安
全
対
策
に
関
し
て
、
昨
年
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
）
、
質
問
主
意
書

を
提
出
し
、
同
年
十
月
九
日
に
政
府
答
弁
書
を
受
領
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
答
弁
で
は
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上
輸
送
に
お

け
る
安
全
確
保
の
立
場
か
ら
は
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
前
記
答
弁
書
の
政
府
見
解
を
踏
ま
え
、
再
度
、
政
府
見
解
を
質
す
べ
く
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上
輸
送
に
お
け
る
安
全
対
策
を
確
保
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
そ
の
殆
ど
を
「
国
際
海

上
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上
に
お
け
る
安
全
輸
送
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
、
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
」
の
徹
底
に
求
め
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
強
制
力
が
な
く
、
関
係
者
の
善
意
と
協
力
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

省
庁
連
絡
会
議
で
も
経
済
産
業
省
等
は
強
制
力
が
無
い
限
り
関
係
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

厳
密
な
意
味
で
、
政
府
が
行
政
権
限
を
も
っ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
徹
底
を
指
導
し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
求
め
て
い
る
安
全

対
策
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
ど
う
か
見
解
を
求
め
る
。

二

行
政
権
限
を
も
っ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
徹
底
を
指
導
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
先
の
政
府
答
弁
書
で
は
私
が
求

め
た
政
府
が
責
任
を
も
っ
て
安
全
を
確
保
す
る
と
い
う
姿
勢
に
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
求

一



め
る
。

ま
た
、
政
府
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
説
明
会
を
通
じ
て
周
知
徹
底
を
し
て
き
た
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
も
説
明
会
を
重
ね
て

い
く
と
回
答
し
て
い
る
が
、
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
情
報
伝
達
（
重
量
・
貨
物
の
種
類
・
危
険
有
害
物
質
表

示
・
積
み
付
け
状
況
の
開
示
）
な
ど
、
安
全
輸
送
に
最
低
限
必
要
な
措
置
す
ら
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
徹
底
の
た
め
の
具
体
的
な
実
施
計
画
、
実
効
あ
る
措
置
に
つ
い
て
示
す
よ
う
求
め
る
。

三

政
府
の
、
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
安
全
輸
送
に
関
す
る
措
置
は
、
す
べ
て
国
内
法
を
根
拠
に
し
て
い
る
こ
と
に
問
題
の
根

本
が
あ
る
。
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
は
現
行
の
国
内
法
規
で
律
せ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
政
府
の
見
解
を

求
め
る
。
仮
に
、
国
内
法
規
で
対
処
出
来
な
い
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
強
制
力
が
な
い
と
す
れ
ば
、
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸

送
の
安
全
を
ど
の
よ
う
に
担
保
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

四

国
土
交
通
省
の
調
査
で
も
、
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
事
故
は
続
い
て
お
り
、
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
輸
送
の
安
全
を
確

保
す
る
こ
と
は
、
日
本
経
済
・
物
流
を
支
え
る
た
め
、
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
求
め
る
安
全
確
保
の
た
め
に
早
急
に
、
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
権
限
を
付
与
し
て

タ
ー
ミ
ナ
ル
や
港
湾
管
理
者
の
判
断
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
国
の
責
任
で
、
全
て
の
コ
ン
テ
ナ
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
偏
載
監

二



視
付
重
量
計
を
設
置
し
全
て
の
コ
ン
テ
ナ
を
計
量
し
て
、
片
荷
・
過
積
載
が
明
ら
か
な
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
タ
ー
ミ
ナ
ル

で
積
み
替
え
、
国
内
法
に
違
反
す
る
コ
ン
テ
ナ
は
ゲ
ー
ト
か
ら
出
さ
な
い
、
公
道
に
出
さ
な
い
措
置
を
講
ず
る
べ
き
と
考
え

る
が
、
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

五

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
徹
底
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
荷
主
の
積
極
的
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
輸
出
で
あ
れ
、
輸
入
で
あ
れ
、

荷
主
か
ら
正
確
な
「
貨
物
の
種
類
・
重
量
・
積
み
付
け
・
危
険
有
害
物
質
表
示
（
国
内
運
送
諸
法
規
を
遵
守
し
た
）
」
情
報

が
輸
送
事
業
者
に
伝
達
さ
れ
れ
ば
、
必
要
な
対
応
す
る
海
上
コ
ン
テ
ナ
ト
ラ
ク
タ
ー
と
シ
ャ
ー
シ
及
び
貨
物
に
応
じ
た
免
許

所
持
者
に
て
運
送
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

し
た
が
っ
て
、
荷
主
へ
の
情
報
提
出
の
義
務
化
な
く
し
て
問
題
は
解
決
し
な
い
。
政
府
（
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
）

の
見
解
を
求
め
る
。

六

国
土
交
通
省
は
、
二
〇
〇
三
年
に
ア
メ
リ
カ
に
調
査
団
を
派
遣
し
米
国
海
上
コ
ン
テ
ナ
安
全
輸
送
を
調
査
し
て
い
る
。
ま

た
、
労
働
組
合
が
主
催
し
た
国
際
会
議
に
も
参
加
し
て
、
そ
の
場
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
陸
上
輸
送
に

お
け
る
荷
主
の
責
任
を
明
確
に
し
た
輸
送
法
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
問
題
が
、
現
行
の
国
内
法
で
は
律
し
き
れ
な
い
問
題
で
あ
り
、
製
造
業
で
Ｐ
Ｌ
（
製
造
物
責
任
）

三



法
が
あ
る
よ
う
に
物
流
に
お
け
る
荷
主
責
任
が
決
定
的
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
海
外
で
積

み
込
ま
れ
た
コ
ン
テ
ナ
貨
物
が
国
内
法
に
違
反
し
て
い
る
場
合
、
現
行
で
は
依
頼
し
た
国
内
荷
主
に
対
し
て
、
何
ら
規
制
す

る
法
的
根
拠
が
な
い
。
ま
た
、
危
険
有
害
物
貨
物
に
つ
い
て
も
、
海
上
輸
送
と
同
じ
よ
う
に
国
連
勧
告
に
基
づ
き
国
内
法
を

整
備
し
な
け
れ
ば
、
適
正
な
国
内
輸
送
を
実
現
す
る
た
め
の
取
り
締
ま
り
も
出
来
な
い
と
考
え
る
。
一
方
、
前
記
答
弁
書
で

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
海
上
輸
送
に
つ
い
て
は
国
際
条
約
を
批
准
し
、
国
内
法
を
整
備
し
て
安
全
の
担
保
を
行
う
と
し
て
い

る
が
、
そ
の
海
上
輸
送
さ
れ
て
き
た
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
が
国
内
陸
上
輸
送
に
代
わ
る
や
い
な
や
国
内
安
全
輸
送
を
担
保
す

る
法
律
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制
定
後
二
年
の
経
過
を
踏
ま

え
て
、
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
安
全
運
送
法
（
仮
称
）
の
制
定
に
踏
み
切
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を

求
め
る
。

七

二
〇
〇
八
年
四
月
以
降
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
フ
ル
積
載
に
対
応
す
る
経
過
措
置
期
間
が
終
了
し
、
対
応
ト
ラ
ク
タ
ー
と
シ
ャ
ー
シ
で

な
け
れ
ば
フ
ル
積
載
コ
ン
テ
ナ
は
公
道
を
牽
引
出
来
な
い
。
政
府
も
承
知
の
通
り
、
事
業
者
は
、
対
応
ト
ラ
ク
タ
ー
で
五
十

六
％
、
対
応
シ
ャ
ー
シ
で
十
七
％
し
か
保
有
し
て
い
な
い
。
政
府
の
回
答
に
よ
れ
ば
「
買
換
え
促
進
」
と
「
各
都
道
府
県
ト

ラ
ッ
ク
協
会
に
よ
る
近
代
化
基
金
融
資
制
度
の
活
用
」
を
図
る
と
の
こ
と
だ
が
、
規
制
緩
和
や
燃
料
の
高
騰
な
ど
に
よ
り
運

四



賃
収
受
が
悪
化
し
、
こ
の
融
資
制
度
を
受
け
ら
れ
な
い
経
営
状
況
の
中
小
企
業
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
実
的
に

三
月
末
ま
で
に
対
応
車
両
の
購
入
が
間
に
合
わ
な
い
。
仮
に
、
事
業
者
が
一
斉
に
発
注
し
て
も
製
造
が
間
に
合
わ
な
い
の
も

事
実
で
あ
る
。
政
府
は
、
そ
の
事
態
を
看
過
す
る
の
か
ど
う
か
。
経
過
措
置
の
延
長
も
検
討
し
な
い
と
の
回
答
だ
が
、
間
に

合
わ
な
い
場
合
は
、
「
物
流
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
も
か
ま
わ
な
い
」
、
あ
る
い
は
、
「
違
法
を
承
知
で
旧
型
二
軸
で
の
輸
送
を

看
過
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
。
そ
の
場
合
で
も
、
従
来
ど
お
り
、
国
内
法
規
に
基
づ
き
海
上
コ
ン
テ
ナ
ド
ラ
イ
バ
ー
と
事
業

者
の
責
任
と
し
て
取
り
締
ま
る
の
か
ど
う
か
。
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

八

政
府
は
、
各
都
道
府
県
単
位
の
過
積
載
防
止
対
策
連
絡
会
議
の
活
用
に
よ
る
防
止
措
置
に
期
待
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ

の
会
議
は
地
域
で
の
過
積
載
防
止
対
策
で
国
際
的
な
規
格
コ
ン
テ
ナ
の
過
積
載
防
止
対
策
に
つ
い
て
、
対
応
出
来
る
会
議
で

な
い
こ
と
は
参
加
し
て
い
る
関
係
労
使
代
表
者
か
ら
の
声
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
会
議
で
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の

過
積
載
防
止
対
策
に
つ
い
て
ど
の
様
な
議
論
が
さ
れ
た
の
か
、
具
体
的
に
示
す
よ
う
求
め
る
。
ま
た
、
同
会
議
に
荷
主
も
出

席
し
、
責
任
あ
る
対
応
を
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
政
府
が
把
握
し
て
い
る
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
（
大
阪
で
は
、

近
畿
経
済
産
業
局
、
近
畿
地
方
整
備
局
、
近
畿
運
輸
局
、
大
阪
府
、
大
阪
府
警
本
部
、
大
阪
市
、
西
日
本
高
速
道
路
、
阪
神

高
速
道
路
、
大
阪
交
通
運
輸
産
業
労
働
組
合
協
議
会
、
大
阪
交
通
運
輸
労
働
組
合
共
闘
会
、
大
阪
府
ダ
ン
プ
協
会
、
大
阪
府

五



ト
ラ
ッ
ク
協
会
、
大
阪
労
働
局
各
代
表
が
参
加
し
て
い
る
が
、
荷
主
団
体
は
参
加
し
て
い
な
い
。
）

九

特
殊
車
両
通
行
許
可
に
つ
い
て
、
政
府
は
輸
送
者
の
責
任
と
し
て
、
荷
主
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
困
難
と
回
答
し
て
い

る
。
政
府
は
、
荷
主
の
倉
庫
や
物
流
基
地
（
荷
主
先
道
路
）
か
ら
高
規
格
道
路
ま
で
の
間
は
走
行
不
可
能
な
道
路
が
多
数
あ

る
こ
と
等
を
把
握
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。
（
荷
主
か
ら
の
責
任
を

持
っ
た
輸
送
依
頼
・
輸
送
に
必
要
な
ト
ラ
ク
タ
ー
と
シ
ャ
ー
シ
そ
れ
に
輸
送
経
路
）

業
界
の
陳
情
の
場
で
、
国
土
交
通
省
道
路
局
長
は
、
「
海
上
コ
ン
テ
ナ
車
両
は
通
行
出
来
る
道
路
、
出
来
な
い
道
路
が

デ
ー
タ
上
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
間
違
い
な
い
な
ら
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
は
戸
口
〜
戸

口
ま
で
の
一
貫
輸
送
を
特
性
と
し
て
お
り
、
荷
主
の
戸
口
で
受
け
る
か
、
荷
主
の
戸
口
に
搬
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
荷
主
か
ら
輸
送
要
請
が
あ
り
、
運
送
業
者
が
通
行
許
可
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
荷
主
の
戸
前
が
高
規
格
道

路
で
な
い
場
合
は
、
走
行
不
可
と
な
る
。
荷
主
の
要
請
を
断
る
こ
と
が
難
し
い
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
は
違
反
を
覚
悟
で
走
る
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
情
に
鑑
み
、
政
府
は
荷
主
に
対
し
道
路
事
情
を
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ

の
運
送
依
頼
を
す
る
と
き
に
、
運
送
業
者
に
取
得
さ
せ
た
特
殊
車
両
道
路
通
行
許
可
証
の
コ
ピ
ー
入
手
を
義
務
付
け
、
内
容

確
認
を
行
い
、
適
正
な
輸
送
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

六



最
後
に
、
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上
輸
送
の
道
路
通
行
に
あ
た
り
、
特
殊
車
両
と
し
て
許
可
制
度
に
よ
り
道
路
通
行
を

規
制
し
て
い
る
制
度
自
体
が
、
国
際
物
流
の
主
流
で
あ
る
コ
ン
テ
ナ
輸
送
（
特
殊
な
貨
物
で
は
な
い
）
と
相
容
れ
な
い
状
況

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
車
両
の
高
さ
規
制
を
許
可
制
か
ら
指
定
道
路
通
行
（
官
報
等
で
公
示
）
方
法
に
緩
和
し
た
よ
う
に
、
Ｉ

Ｓ
Ｏ
フ
ル
積
載
通
行
道
路
に
つ
い
て
、
指
定
道
路
通
行
方
法
に
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
運
送
事
業
者
及
び
荷
主
の
責
任
が

明
ら
か
に
な
り
、
適
正
な
輸
送
の
確
保
が
出
来
る
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


